
沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク 

正会員募集要領 

平成29年８月現在 

令和２年８月改正 

１ 募集対象 
・正会員 沖縄県内においてグリーン・ツーリズムを実践している団体 

(地域ぐるみで農林漁業体験民宿など提供する団体) 
 
２ 要件：以下の全ての項目を満たす団体 
① 沖縄県グリーン・ツーリズムネットワークの目的に賛同する団体であること。 
② 農山漁村の活性化に資することを自身の主目的として明確に志向し、実践している団体である

こと。 
③ 自身の活動に関するガイドラインを有し研修会を実施するなど、適切な運営に取組んでいる団

体であること。 
④ 民泊事業を行っている団体については、旅行サービス手配業（ランドオペレーター）もしくは

旅行業法（１種、第２種、第３種、地域限定旅行業）の登録を受けており、かつ、会員民家全員
が旅館業法に基づく営業許可を取得、もしくは、民泊新法に基づく届出を提出していること。 

⑤ その他、自身の活動の根幹に関わる許可取得など、関連法規を遵守する方針を明確に有してい
る団体であること。 

⑥ 民泊事業を行っている団体については民泊に係る賠償責任保険、体験事業を行っている団体に
ついては体験に係る賠償責任保険に加入していること。 

⑦ 本ネットワークにおける情報共有のための調査について、当該情報を秘匿する正当な理由のな
い限り協力できること。 

⑧ 実質的な活動の継続歴が3年以上の団体であること。 
⑨ 本ネットワークの開催する総会や研修会などに、少なくとも年1回は出席できること。 

 
３ 手続き 
① 別紙「正会員申込書」(様式1)に必要な事項を記載の上、電子メール（またはＦＡＸ、郵送にて

事務局に送付して下さい。 
② 運営委員会での承認を経て、入会についてご連絡します。 

 
４ 申し込みに必要な書類 
① 正会員申込書（様式1） 
② 活動実績（様式自由） 

過去3カ年の活動内容を、年度別に記してください。グリーン・ツーリズムに関するもののみ
でかまいません。例）修学旅行受入れ（計〇校、児童・生徒計△人） 

③ ガイドライン、研修会実績等（様式自由） 
団体のガイドラインがある場合は、その全文の複写物を提出してください。また、団体構成員

に対する研修会などの実績がある場合には、年度別に記してください（過去1～3カ年分）。 
 



④ 旅行サービス手配業（ランドオペレーター）もしくは旅行業法（１種、第２種、第３種、地域
限定旅行業）の登録証の写し 

 ⑤ 会員民家の名簿（旅館業法に基づく営業許可、民泊新法に基づく届出の状況がわかるもの  
※民泊事業を行っている場合） 

⑥ 加入している保険がわかる資料（保険証書の写し等） 
⑦ 主な事業内容（様式自由） 

 
５ 問い合わせ先：沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク事務局 

沖縄県農林水産部村づくり計画課 農村活性化推進班 
〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号（県庁10階） 
TEL:098-866-2263 FAX:098-869-0557 
Ｅメール: aa045306@pref.okinawa.lg.jp 



沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク事務局（沖縄県村づくり計画課内） 

FAX番号:098-869-0557  E-mail:aa045306@pref.okinawa.lg.jp 

 

沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク会長 殿 

沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク正会員申込書 

申 込 日 令和  年  月  日 

団 体 名 
ふりがな 

 

住 所  

連 絡 先 
T E L  

メール  

代 表 者 名 
ふりがな 

 

募 集 の 対 象 沖縄県内においてグリーン・ツーリズムを実践している団体 

(地域ぐるみで農林漁業体験民宿など提供する団体) 

正会員の要件 
※該当する□に☑
を入れてくださ
い。 
 
※添付資料 
･活動実績(３カ年分) 
･ガイドライン、研修
会実施実績等 
･旅行サービス手配業
もしくは旅行業法の
登録証写し 
･会員民家名簿 
･加入している保険が
分かる資料 
･企業情報（営利企業
の場合） 

☐ 沖縄県グリーン・ツーリズムネットワークの目的に賛同する団体である
こと。 

☐ 農山漁村の活性化に資することを自身の主目的として明確に志向し、実
践している団体であること。 

☐ 自身の活動に関するガイドラインを有し研修会を実施するなど、適切な
運営に取組んでいる団体であること。 

 
☐ 民泊事業を行っている団体については、旅行サービス手配業（ランドオペ

レーター）もしくは旅行業法（１種、第２種、第３種、地域限定旅行業）の
登録を受けており、かつ、会員民家全員が旅館業法に基づく営業許可を取
得、もしくは、民泊新法に基づく届出を提出していること。 

☐ 自身の活動の根幹に関わる許可取得など、関連法規を遵守する方針を明
確に有している団体であること。 

☐ 民泊事業を行っている団体については民泊に係る賠償責任保険、体験事業
を行っている団体については体験に係る賠償責任保険に加入していること。 

☐ 本ネットワークにおける情報共有のための調査について、当該情報を秘
匿する正当な理由のない限り協力できること。 

☐ 実質的な活動の継続歴が 3 年以上の団体であること。 

☐ 本ネットワークの開催する総会や研修会などに、少なくとも年 1 回は出
席できること。 

 

（様式１） 


